
四日市市教育委員会における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則の一

部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年３月２８日 

四日市市教育長 廣 瀬 琢 也 

 

四日市市教委規則第１０号 

四日市市教育委員会における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則  

の一部を改正する規則  

四日市市教育委員会における申請書等の押印の取扱いの特例に関する規則（令

和３年四日市市教委規則第１号）の一部を次のように改正する。  

 

改正後  

（押印の省略）  

第２条  別表左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要し

ないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

 規則名  手続又は様式  備考   

 四日市市教育委員会公印規

則（昭和５９年四日市市教

委規則第１０号） 

（略）   

 四日市市立小学校及び中学

校の施設の開放に関する規

則（昭和５６年四日市市教

委規則第４号） 

（略）   

 四日市市立視聴覚センター

条例施行規則（平成２年四

日市市教委規則第４号） 

（略）   

 四日市市立教育集会所運営

規則（昭和４８年四日市市

教委規則第９号） 

（略）   

 



 

改正前  

（押印の省略）  

第２条  別表左欄に掲げる規則の規定する手続又は様式のうち、同表中欄に

掲げる手続又は様式については、当該規則の規定に関わらず、押印を要し

ないものとする。ただし、同表右欄に掲げる条件を満たす場合に限る。  

 規則名  手続又は様式  備考   

 四日市市教育委員会公印規

則（昭和５９年四日市市教

委規則第１０号） 

（略）   

 四日市市立小中学校管理規

則（平成１３年四日市市教

委規則第３号） 

第４号様式及び第７号

様式 

  

 四日市市立小学校及び中学

校の施設の開放に関する規

則（昭和５６年四日市市教

委規則第４号） 

（略）   

 四日市市立幼稚園管理規則

（平成１３年四日市市教委

規則第４号） 

第４号様式及び第６号

様式 

  

 四日市市立視聴覚センター

条例施行規則（平成２年四

日市市教委規則第４号） 

（略）   

 四日市市立教育集会所運営

規則（昭和４８年四日市市

教委規則第９号） 

（略）   

 四日市市少年自然の家条例

施行規則（昭和６２年四日

市市教委規則第２号） 

第３号様式 署名（法人その他

の 団 体 に あ っ て

は 、 代 表 者 の 署

名）をした場合に

限る。 

 



 四日市市立博物館条例施行

規則（平成５年四日市市教

委規則第５号） 

第５号様式、第６号様

式、第８号様式及び第

１０号様式 

第６号様式につい

ては、署名（法人

その他の団体にあ

っては、代表者の

署名）をした場合

に限る。 

 

 四日市市楠歴史民俗資料館

条例施行規則（平成２２年

四日市市教委規則第５号） 

第３号様式、第４号様

式、第６号様式、第８

号様式及び第１０号様

式 

第３号様式につい

ては、署名（法人

その他の団体にあ

っては、代表者の

署名）をした場合

に限る。 

 

 四日市市文化財保護条例施

行規則（平成５年四日市市

教委規則第９号） 

第１号様式から第第５

号様式まで及び第８号

様式から第２１号様式

まで 

第１号様式から第

５号様式まで、第

９号様式から第１

１号様式まで、第

１５号様式、第１

７号様式、第１８

号様式及び第２０

号 様 式 に つ い て

は、署名（法人そ

の他の団体にあっ

ては、代表者の署

名）をした場合に

限る。 

 

 四日市市久留倍官衙遺跡公

園条例施行規則（平成３０

年 四 日 市 市 教 委 規 則 第 １

号） 

第１号様式、第２号様

式及び第５号様式 

  

 

 



附 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（教育委員会教育総務課）  


